
自転車活用推進法の施行について

自転車施策をとりまく環境

日本における自転車の保有台数は，自動車保有
台数と同程度で増加している（図－ 1）。
特に，近年では，スポーツ車，電動アシスト車
等の販売台数が急増しており，平成 16 〜 25 年ま
での 10 年間では，電動アシスト車の販売台数が
1.8 倍，スポーツ車では 3.5 倍の伸びを示してい
る。こうした背景には，一昔前は単なる移動手段
であった自転車が，最近では，健康志向の増大

や，交通費・ガソリン代の節約等の移動コストの
削減，災害時の備え，また，環境への配慮等，そ
の利用ニーズが多様化していることが挙げられる。
さらには，観光とサイクリングを組み合わせた
サイクルツーリズム等，自転車の活用による地域
振興等の取組みが全国各地で展開されている（写
真－ 1）。
一方，交通事故に関して，交通事故死者数は近
年減少傾向にあるが，自転車乗車中の死者数につ
いては交通事故死者数全体に占める割合が増加し
ている。また，交通事故の全件数についても，過
去 10 年間で 4割減少しているにもかかわらず，
自転車対歩行者事故は 2割の減少にとどまってい
る等，自転車が関わる交通事故の削減が課題の一
つになっている。
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図－ 1　自転車保有台数の推移
※�自転車保有台数は標本調査による推計値。自動車保有台数は
二輪車を除く，各年 3月の登録台数。

【出典：自転車（S45 〜 H20）（一社）自転車協会，自転車（H21
〜 H25）（一財）自転車産業振興協会，自動車（一財）自動車
検査登録情報協会】 写真－ 1　しまなみ海道

【出典：愛媛県】
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自転車活用推進法の成立

このような状況の中，昨年 12 月 9 日に自転車
活用推進法（平成 28 年法律第 113 号。以下，「本
法」という。）が成立，同 16 日に公布された。本
法は，超党派の国会議員により組織された「自転
車活用推進議員連盟」の自転車活用プロジェク
ト・チームにおいて平成 25 年 12 月にとりまとめ
られた提言をもとに，国会議員により昨年の臨時
国会に議員立法として提案され，全会一致をもっ
て成立したものである。
本法では，自転車の活用の推進が，公共の利益

の増進に資するものであるという基本的認識の
下，交通体系における自転車による交通の役割を
拡大することを旨とし，交通の安全の確保を図り
つつ行われなければならないとしている。また，
自転車専用道路，自転車専用車両通行帯等の整備
をはじめとする 14 の項目を基本方針として示し
た上で，重点的に検討・実施すべきとしている（図
－ 2）。
ところで，政府ではこれまで，各府省庁にまた
がる施策に関する調整については，内閣官房・内
閣府が行うこととされていた。しかし，平成 28
年度より，各省等が中心となって強力かつきめ細
かく政策を推進することができるように各省等に
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図－ 2　自転車活用推進法の概要
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総合調整権限を付与することとし，もって，政府
全体としてその機能を最大限に発揮することを目
的として，いわゆる「内閣官房・内閣府見直し法」
が施行されたところである。これを受け，本法に
ついては，施行当初から内閣官房・内閣府見直し
法の適用を受ける最初の法律となり，国土交通省
道路局が自転車の活用の推進に関する総合調整を
担うこととされた（図－ 3）。

自転車活用推進法の施行及び 
自転車活用推進本部の設置

本法の概要に示したとおり，5月を自転車月間
とすることが今般の法律で定められたところだ
が，本法の施行日についても，この自転車月間に
合わせる形で 5月 1日とした。
これを踏まえ，国土交通省においては，同日，

「自転車活用推進本部（本部長：国土交通大臣）」
を設置するとともに，道路局に「自転車活用推進
本部事務局」を設置した（写真－ 2）。
自転車活用推進本部事務局は，国土交通省道路
局長をはじめとする道路局の関係職員の他，自転
車の活用の推進に関する企画，立案，総合調整を
円滑かつ的確に進めることができるよう内閣府，
警察庁，経済産業省等自転車施策に関係する関係
府省庁の職員により組織されている。

自転車活用推進本部会合及び 
関係府省庁連絡会議

6 月 13 日に，関係閣僚による自転車活用推進
本部会合が開催され（写真－ 3），今後，自転車
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図－ 3　自転車の活用の推進に関する業務の基本方針について

写真－ 2
自転車活用推進本部
事務局の設置
（5月 1日）

写真－ 3　自転車活用推進本部会合
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活用推進本部事務局を中心に，関係府省庁による
緊密な連携・協力の下，自転車活用推進計画を概
ね 1年後を目途に策定することが決定された（図
－ 4）。
また，6 月 16 日に開催された自転車活用推進
関係府省庁連絡会議（以下，「連絡会議」という。）
では，平成 30 年度予算要求の進め方，自転車活
用の推進に向けた広報の充実等について検討課題
として示された。
今後，政府一体となって自転車の活用の取組み
を推進するため，連絡会議等を定期的に開催しな
がら，各府省庁で連携し，自転車の活用の推進に
関する業務を効果的・効率的に進めていくことと
したい。

今後の取組み

自転車活用推進計画の検討に際し，自転車の活
用推進について高い見識を有する学識経験者等に
より構成される有識者会議を設置し，全般的な意
見を聴取することとしており，8月 8 日に第 1回
が開催された。
今後，連絡会議と同様，有識者会議も定期的に

開催し，また，地方自治体との意見交換等を行い
ながら，推進計画の策定を進めていく予定である。
国土交通省道路局としても，これまで当局で推
進している自転車ネットワーク計画の策定につい
て，今後，策定の必要な市町村に対し，積極的な
策定を促すとともに，それに基づく「矢羽根」や
ピクトグラムの整備（写真－ 4）等により，自転
車が安全かつ円滑に走行できるよう各種施策の検
討，推進を図っていきたい。

5

図－ 4　自転車活用推進本部発足・事務局設置に関する経緯

写真－ 4　  矢羽根・ピクトグラムが整備された 
自転車専用通行帯 
（国道 17号・さいたま市）
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